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国民健康保険、後期高齢者医療制度、福祉医療助成のお知らせ

　
福
祉
医
療
費
受
給
者
の
１
か
月

分
の
医
療
費
が
高
額
に
な
る
と
、

加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
か
ら
高

額
療
養
費
な
ど
が
支
給
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
福
祉
医
療
費
受

給
者
の
自
己
負
担
額
は
福
祉
医
療

費
で
支
払
っ
て
い
る
た
め
、
高
額

療
養
費
な
ど
が
支
給
さ
れ
る
場
合

は
、
返
還
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
か
ら

高
額
療
養
費
に
該
当
し
た
通
知
や

申
請
用
紙
な
ど
が
送
付
さ
れ
た
ら
、

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
人
に
は
、毎
年
９
月
下
旬
に
新
し

い
被
保
険
者
証
を
世
帯
ご
と
に
郵

送
し
て
い
ま
す
。通
常
は
普
通
郵
便

で
郵
送
し
ま
す
が
、希
望
者
に
は
簡

易
書
留
で
郵
送
し
ま
す
。簡
易
書

留
で
の
郵
送
を
希
望
す
る
人
は
、８

　

70
歳
以
上
の
国
民
健
康
保
険

（
国
保
）
加
入
者
と
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
加
入
者
の
高
額
療
養
費

自
己
負
担
限
度
額
が
、
８
月
か
ら

左
表
の
と
お
り
変
わ
り
ま
す
。

　

変
更
に
伴
い
、
所
得
区
分
が

「
現
役
並
み
所
得
者
Ⅰ
・
Ⅱ
」
の

人
は
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
の

交
付
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま

　
国
民
健
康
保
険
の
「
限
度
額
適

用
認
定
証
」
と
「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
の
有

効
期
限
は
、
毎
年
７
月
31
日
ま
で

で
す
。
８
月
以
降
も
継
続
し
て
認

定
証
が
必
要
な
人
は
、
８
月
中
に

認
定
証
交
付
の
申
請
を
し
て
く
だ

さ
い
。
認
定
証
が
必
要
な
人
は
、

該
当
者
の
被
保
険
者
証
、
世
帯
主

所得区分 外来
（個人単位）

外来＋入院
（世帯単位）

現役並み
所得者

（課税所得145万円以上）
57,600円

80,100円+
（医療費－267,000円）×１％

〈４回目以降は44,400円〉

一般
（課税所得145万円未満）

14,000円
〈年間上限　
144,000円〉

57,600円
〈４回目以降は44,400円〉

所得区分 外来
（個人単位）

外来＋入院
（世帯単位）

現役並み所得者Ⅲ
（課税所得690万円以上）

252,600円
+（医療費－842,000円）×１％
〈４回目以降は140,100円〉

現役並み所得者Ⅱ
（課税所得380万円以上
　690万円未満）

167,400円
+（医療費－558,000円）×１％
〈４回目以降は93,000円〉

現役並み所得者Ⅰ
（課税所得145万円以上
　380万円未満）

80,100円
+（医療費－267,000円）×１％
〈４回目以降は44,400円〉

一般
（課税所得145万円未満）

18,000円
 〈年間上限　
144,000円〉

57,600円
〈４回目以降は44,400円〉

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
を

希
望
者
に
簡
易
書
留
で
郵
送
し
ま
す

平成30年７月まで

国
民
健
康
保
険
の
限
度
額
適
用
認
定
証

更
新
手
続
き
忘
れ
ず
に

平成30年８月から

※所得区分が「低所得者Ⅰ・Ⅱ（住民税非課税世帯）」の人は変更がありません。

福
祉
医
療
費
受
給
者
の
医
療
費
が

高
額
に
な
る
と
き
は
届
け
出
を

表：高額療養費の自己負担限度額（月額）

市
役
所
１
階
の
医
療
保
険
課
に
届

け
出
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
入
院
な
ど
で
医
療
費
が

高
額
に
な
る
と
き
は
、
事
前
に
加

入
し
て
い
る
医
療
保
険
か
ら
「
限

度
額
適
用
認
定
証
」
、
「
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
」
の
交
付
を
受
け
保
険
医
療
機

関
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、
医
療
保
険
課

医
療
助
成
係
（
☎
内
線
２
５
７
）

へ
。

月
31
日（
金
）ま
で（
午
前
８
時
30

分
～
午
後
５
時
15
分
、土
、日
、祝

日
を
除
く
）に
電
話
で
医
療
保
険
課

（
☎
内
線
２
５
６
）へ
。申
請
は
毎

年
必
要
で
す
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、
医
療
保
険
課

国
保
係
（
☎
内
線
２
５
６
）
へ
。

の
印
、
世
帯
主
と
該
当
者
の
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人
番
号
カ

ー
ド
）
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド
、
来

庁
者
の
本
人
確
認
書
類
を
持
参
の

上
、
市
役
所
１
階
の
医
療
保
険
課

ま
た
は
新
里
・
黒
保
根
支
所
市
民

生
活
課
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、
医
療
保
険
課

国
保
係
（
☎
内
線
２
５
６
）
へ
。

国
民
健
康
保
険
と
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

高
額
療
養
費
自
己
負
担
限
度
額
が
変
わ
り
ま
す

す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

国
保
…
該
当
者
の
被
保
険
者
証
、

世
帯
主
の
印
、
世
帯
主
と
該
当
者

の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人

番
号
カ
ー
ド
）
ま
た
は
通
知
カ
ー

ド
、
来
庁
者
の
本
人
確
認
書
類

後
期
高
齢
医
療
制
度
…
該
当
者
の

被
保
険
者
証
、
該
当
者
の
印
、
来

庁
者
の
本
人
確
認
書
類
（
代
理
の

人
が
申
請
す
る
場
合
）

申
請
場
所
＝
医
療
保
険
課
（
市
役

所
１
階
）
ま
た
は
新
里
・
黒
保
根

支
所
市
民
生
活
課

　
問
い
合
わ
せ
は
、
国
保
加
入
者

に
つ
い
て
は
医
療
保
険
課
国
保
係

（
☎
内
線
２
５
６
）
へ
、
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
加
入
者
に
つ
い
て

は
医
療
保
険
課
医
療
助
成
係(

☎

内
線
２
７
２)

へ
。


